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１ 会議名   令和４年 第 10 回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和４年９月 27 日（水）午後２時 30 分～午後３時 10 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

教育次長   ： 丸川 浩 

教育政策課長 ： 仁田 誠彦   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 林 隆之  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵   

学校教育課 給食管理室長 ： 弘田 文利 

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 若林 久夫 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岸井 清市 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 弘中 勝 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長  ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  村尾 利勝、竹田 千恵 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第 12 号  所管事項について 

  日程第３ 報告第 13 号 給食費の改定について 

  日程第４ 議案第 42 号 
岩国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由宇支所長 

 

・ただいまから令和４年第 10 回岩国市教育委員会会議を開会します。 

はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、村尾委員と竹田委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第 12 号 所管事項について」、日程第３

「報告第 13 号 給食費の改定について」、日程第４「議案第 42 号 岩

国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則について」、以上でございます。それでは、日程第２「報告第 12 号 所

管事項について」を議題といたします。これにつきましては、協議会形

式で進めたいと思います。各担当部署から先に配布しております行事予

定表について、補足又は所管事項に関する懸案等がありましたら説明を

お願いします。 

・10 月 29 日土曜日に３年ぶりに開催する「ＹＯＵ ゆう フェスタ 2022」
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科学センター館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、先週、実行委員会がありまして、10 時からの開始で、18 時 30

分から 19 時に花火大会の開催が決定しましたので申し添えます。 

・10 月行事予定表に記載した「令和４年度 岩国市・和木町科学振興展覧

会」について御説明いたします。令和４年度につきましては、小・中学

校合わせて 404 点の応募がありました。10 月 22 日に、小・中学校の理

科部会の審査により、入賞作品が決定しております。うち、サイエンス

やまぐちに出展する作品は 20 点が選ばれております。お配りした資料

にございますが、「令和４年度 岩国市・和木町科学振興展覧会」は９月

28 日から 10 月９日の日程で開催予定です。そのほか「サイエンスやま

ぐち 2022 第 76 回山口県科学作品展」と「山口県科学作品展出品作品特

別展覧会」についても、記載してある日程で開催予定です。 

・「錦帯橋上で心をひとつに 岩国市歌を歌いましょう」のチラシにつきま

しては、廣田委員から情報を御提供いただいております。内容について

御説明いただければと思います。 

・文化スポーツ課が主催しております錦帯橋芸術祭は、今年で７年目とな

ります。岩国市歌の普及を目的に市長部局から要望がありまして、市歌

のほかにも「ふるさと」と、今まで「荒城の月」を歌っていましたが、

ＰＬＡＴ ＡＢＣ関係で外国の方もいらっしゃるので「翼をください」

の３曲を錦帯橋の上で歌います。16 時から歌唱し、17 時に篝火を点灯

するという、錦帯橋の周りを使った市民参加型の芸術祭になっておりま

す。ジュニア合唱、ペリースクールからも応募が来ますが、通常は無制

限の一般応募が、コロナ対策で今年は定員 100 名となりまして、今月末

までの募集となります。それぞれの立ち位置もちゃんと分かるようにし

てありますし、スピーカーやマイクを設置して音を拾うようになってい

ますので、ぜひ皆様にも各支所等で宣伝をしていただいて、大きな行事

ですので広く参加をしていただけたらと思います。 

・全体を通して、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・先週土曜日の体育祭ではお世話になりました。岩国西中学校に行ってま

いりましたが、小中連携の特徴的な学校でした。運動会のスローガンに、

岩国西中の「西」、杭名小の「名」、河内小の「河」をとった「西名っ河

（にしなっこ）」の文字が書かれていて、児童生徒が考えた立派なスロ

ーガンができているなと思いました。それと小・中学校の児童生徒の立

ち位置がはっきりしていて、やはり中学生は小学生の模範になろうとい

う感じで競技を進めていましたし、また、小学生も中学生に負けないよ

うに精一杯頑張ろうという姿勢が随所に見受けられました。校長先生の

挨拶の中にも、合同の体育祭を３年間実施してきて、そのような意識が

芽生えてきているとあり、地域や保護者もこぞってそれをサポートする

という体制もできておりました。いろいろな面で小中連携ができている

のではないかと思います。すばらしい体育祭をありがとうございまし
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村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課長 

廣田委員 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

廣田委員 

 

 

 

た。 

・もう一点、夏休み明けに毎年各学校では不登校が増えてくるのですが、

今の状況はどうですか。 

・委員がおっしゃるように、２学期に入ってなかなか元気のない姿があり

ます。特に小学生が例年以上に多く見受けられます。青少年課への相談

や支援教室の見学などの対応がこの２週間ほどは特に多いです。現在支

援教室に通っている児童生徒は、中央教室が 15 人、西教室が８人、南

教室が４人、北教室が０人ですが、今後増えていくのではないかと思っ

ています。家から出る一つのきっかけとして支援教室を、ということは

思っていますが、特別支援学級に在籍している児童生徒のオーダー等も

近年増えていまして、その辺りの対応もしっかり学校と連携しながら、

また関係課と連携しながらやっていかなければならないのかなと思い

ます。より良い支援をと考えております。 

・中央支援教室は、夏休みでも先生方がアウトリーチ型の訪問を実施され

ているわけですよね。そういった個別指導による改善というのが、もう

今の時代においてはなくてはならないものであろうと思います。他市の

状況を見ても、岩国市ほど体制づくりはできていないのではないかと思

います。岩国市は、青少年課において指導主事を派遣して生徒指導を中

心とした体制づくりをしています。他の市町については、学校教育の中

の担当として生徒指導があるという形ですから。そういった面で、岩国

市は不登校など問題を抱える子供について、早め早めの対策ができてい

るのではないかと思います。そういった対応の中で、できるだけそうい

った学校に来れない子供に対するフォローアップを今後とも進めてい

ただいて、一人でも困っている子供がいたら救いの手を伸ばすという形

で頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

・承知いたしました。 

・学校教育課にお聞きします。先日、大規模校の運動会に行かせていただ

きましたが、場合によってはノーマスクで思い切り活動をしていて、本

当に生き生きとした様子が見られてとても喜んでいたところです。コロ

ナ対応について、例えば体育関係や音楽活動、集団活動など、そういっ

たところで細かい対応は市内一律で今もなされているんですか。県の方

針はそのまま生きていますか。 

・今も県の感染レベル状況がずっとレベル２です。よって、感染のおそれ

のある教育活動については、極力工夫をしながら各学校の状況に応じて

行うようにしていただいています。 

・状況に応じてということですね。行事計画を見ても分かるように、小学

校も中学校も合唱祭や校内音楽会や文化祭など、随分活動があるのです

が、学校間の教員で話す中で少し違いがあり、学校の実態に応じてとい

うところなので、その辺をしっかり徹底していただいて、活動できると
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村尾委員 
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錦支所長 

ころはしっかり活動していただいて、成果を挙げるということで、しか

し感染には気を付けてというところの周知があったら良いなと思いま

す。 

・月一回の校長会におきましても、小学校も中学校もどういった教育活動

がやっていけるのか、どういう工夫が必要なのかというところを、しっ

かり情報共有しながら行っておられますので、よろしくお願いします。 

・それはとても良いことだと思います。よろしくお願いいたします。 

・私は先日、宇佐川小学校の運動会に行ってきました。全校児童が３名と

いう中で、体育館からあふれるくらい地域の方々がすごくたくさん見に

来られていて、すごく温かく、競技で使った道具をその度に消毒して次

の方に回すなど、コロナ対策もきちんとされていました。錦中学校から

の運動会の誘いも断られ、３人で頑張るということで、小規模校ながら

もとても良い運動会だったと思います。 

・僕も９月の前半に本郷小・中学校と柱野小学校に行ってきました。本郷

小・中学校の運動会は、地域の方と一緒に盆踊りをしておられ、地域の

人たちと一体になっている学校だと感じました。山村留学をされている

子供たちものびのびと演技をしているのを見まして、とても良い交流の

仕組みだなと感じました。柱野小学校も地域の方に沢山集まっていただ

いて、競技に私も参加させていただいたりしまして、アットホームで地

域の人がたくさん支援していて、本当に良い運動会だったと思います。 

・３点ほど質問があります。１点目は先日の台風 14 号で、中央公民館の

建替えで美川小学校に岩国図書館の本を移動させていると思いますが、

影響はなかったでしょうか。 

・２点目は、県教育委員会が進める中高一貫校について、今日の新聞で見

たのですが、山口県では下関と岩国にできるとのことでした。岩国では、

進学指導に重点を置いた中高一貫校を置くとのことで、岩国高校が指定

されていると出ておりました。岩国市は、小中一貫教育というのをやっ

ていますが、今度はそれに付随して小中高までつながることになるのか

とも思いまして、いつごろから本格的に始まりますか。 

・４年後だそうです。 

・では、そうなると、指定される中学校はどうなるのか、今ある高森みど

り中学校などもどうなるのか、現段階での市の考えが分かれば教えてく

ださい。 

・３点目は、８月 28 日にあった水中ロボットフェスティバルについてで

す。小・中学生の子供たちが参加し、大阪公立大学の教授も来られたと

いうことで、これこそまた今度は小中高大までつながる何かが、仕組み

づくりの一つとしてできそうな気がしまして、成果が分かれば教えてく

ださい。 

・第１点目の、台風 14 号による美川小学校の被害状況についてです。美
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教育次長 

 

教育長 

 

 

川小学校は、グラウンドが浸かりましたが、校舎の方までは錦川の水は

あふれていないというのが現状です。グラウンドには水が入りましたの

で、汚泥が１cm ほど乗ったということですが、すぐに地域の方が片付け

て、今はグラウンドの色が茶色から黒っぽくなっていますが大丈夫で

す。校舎には水が入っていないので、お話のあった岩国図書館の本につ

いては、校舎２階の３教室に入れてあるので無事です。 

・台風 14 号に伴う被害状況ですが、教育委員会内での被害状況を取りま

とめました。主な被害としましては、先ほどの美川小学校もそうですが、

ほかに杭名小学校のグラウンドの冠水、それから玖珂中学校近くの倒

木、そういったものは報告を受けていますが、その他建物等への大きな

被害は報告を受けておりません。雨漏りについては数件の報告がありま

したが、これは台風に限らないところがありますので、軽微なものはあ

りますが、特に大きな被害はなかったと聞いております。それと、台風

の通過が 19 日の月曜日でしたが、翌日の 20 日に小学校３校、中学校１

校が道路事情などにより休校にしております。それから中学校１校が２

時間遅れで始業するという処置をとっておりますが、21 日につきまして

は、特に休校等の処置はとらず、通常どおりの運営ということになって

おります。 

・２点目の岩国高校の中高一貫についてですが、こちらの所管につきまし

ては県の教育委員会になります。我々が現時点で聞いているのは、県議

会で県の教育委員会が正式に公表をするということですので、今、こち

らの方には正しい情報はまだ入っていないという状況ですので、お答え

が難しい状況です。ただ、岩国市は、小中一貫教育を始めて３年目にな

ります。当然、中学校区内には高校もあるところもございますので、そ

ういったところで工夫をしながら小中高の連携を図っていきたいと思

っております。  

・３点目の水中ロボットフェスティバルについてですが、これは所管が市

長部局なので、教育委員会は直接的には関与しておりません。参加人数

などは聞いておりましたが、今日は資料を持ってきておりません。小学

生は 20 人ほどが、ロボットコンテストではありませんが、ワークショ

ップ等に参加されたようです。学年によって参加できるものが違ってま

すので、それに参加したとは聞いています。 

・中学生は水中ロボットを組み立てて、競技会にも参加したんですよね。

中高生が対象とあったので。 

・中高生が海洋ゴミを回収するロボットの競技で、高専生や大学生が、自

身で考えて行動するロボットの競技でした。 

・実際に見学しましたが、プログラミング教室が８月 26 日と 27 日にあり

ました。これは小・中学生を対象に、大学の教授が来られて、今の海洋

での課題を解決するためにこういった分野の勉強が必要になっている
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教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

んですよといった学習をした後に、実際にプールを使って簡単なロボッ

トを使っての操作をしておりました。フェスティバルには高校生と高専

生、大学生の方々が出て、テレビで放送されたゴミを拾うものについて

は、市内からは岩国工業高校、岩国高校から４チームから５チームが参

加して、県内外の高校とのタイムレースがありまして、それぞれ大変高

度な取組だったと思います。 

・別にないようでしたら、以上で報告第 12 号を終わります。 

・次に、日程第３「報告第 13 号 給食費の改定について」を議題といた

します。なお、この日程については、公表までの間、議事については非

公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、日程第３は非公開としますので、公開の議事が終了

後に報告させていただきます。 

・次に、日程第４「議案第 42 号 岩国市立小学校及び中学校の通学区域

に関する規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。学

校教育課から説明をお願いします。 

・議案第 42 号 「岩国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一

部を改正する規則」についてですが、岩国市就学学校変更許可取扱要綱

の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。改正箇所につきまして

は、この度、学年における在籍者数が１人であることを理由に就学学校

の変更ができるよう「岩国市就学学校変更許可取扱要綱」の改正を令和

４年 10 月 1 日付けで行う予定です。これまでは、保護者から提出され

る「就学学校変更許可願」は、随時受付をしていましたが、今回の改正

に伴う許可内容は、教職員の配置にも関わることから、「就学学校変更

許可願」の受付期間を設けるよう改正するものです。なお、施行期日に

ついては、令和４年 10 月１日からとしております。よろしくお願いし

ます。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 42 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 42 号は原案のとおり決します。 

・それでは、先ほど非公開として議決いたしました、日程第３「報告第 13

号 給食費の改定について」を議題といたします。非公開として議事を

進めてまいりますので、関係者以外の方は退出をお願いします。 

 

＜傍聴人退席＞ 

 

・それでは、学校教育課から説明をお願いします。 
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学校教育課主幹 

・給食費の改定について御説明いたします。近年、国の経済情勢による原

材料費や原油高による物価高騰により、食材の加工品、食用油など多く

の食材価格の値上がりが続いており、主食である精米、パン、牛乳につ

いても、今後値上がりになると予想されます。令和４年４月分の食材支

出額と９月分の食材支出見込額を比較してみたところ、約４パーセント

増加しており、学校給食の献立作りに影響が及んでいます。各調理場に

おいては、安価な食材使用や献立内容の工夫などを行いながら栄養量の

確保に努め、調理を行っておりますが、現行の給食費では献立内容の質

や量を維持していくことが困難な状況となってきております。本市の現

在の一食当たりの給食費は、文部科学省が示している学校給食摂取基準

の栄養価に近づけるように栄養改善の検討を行い、令和４年４月分から

小学校 270 円、中学校 310 円に給食費単価の改定を行いました。しかし

ながら、急激な物価高騰に対応するため、やむを得ず更なる給食費を値

上げすることといたしました。つきましては、令和４年 10 月分から小・

中学校ともに 15 円増額し、小学校は 285 円に、中学校は 325 円に給食

費の改定を予定しています。なお、市内の市立小・中学校児童生徒の給

食費は平成 30 年度から、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育

てが出来るまちを目指すため、給食費の無償化を実施しており、保護者

からの給食費負担はいただいておりません。10 月から給食費を改定する

ことで、児童生徒の心身の発達のために安心安全で栄養バランスのとれ

た美味しい学校給食の提供、食育の充実を図りたいと考えていますの

で、よろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・今、給食の学校の形態はセンター方式と自校方式がありますよね。食材

は自校方式の場合はその学校単位で購入するのですか。予算が１食当た

り 285 円というのを考慮しながら、自校方式については各学校単位で食

材を購入する。献立については献立委員会がありますよね。そこで献立

を決めて、ほとんど同じような内容の献立を各学校で作ると思います。

購入するときにいろいろな業者が入ってくるということで、センター方

式は大量購入したら安くなる。自校方式の場合はそこまで大量ではない

ので工夫しながらやっていくということで、４パーセント上がったの枠

の中で算段して給食を実施するという形になるんですよね。前回は中学

生のカロリーが足りなかったということで、その分を上乗せしたと思い

ます。そのときにも言ったのですが、物価は上昇する可能性があるから、

長いスパンで見た方がいいと。今回また、前回に引き続いて値上げして

います。給食費については保護者負担がなく、岩国市の負担ということ

であまり問題視されないと思いますが、４パーセントくらいの形で良い

かどうかということも議論されましたか。 

・４パーセントの上げ幅ですが、加工品については学期単位で業者から見
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村尾委員 

 

 

学校教育課主幹 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

積りを取っております。どこの学校の見積りということではなく、市内

全体としての見積りとなります。それを見ながら学校でどの食材を使う

か考えられています。実際に加工品が大体 10 パーセントほど上がって

おりますが、全てが加工品で作られるわけではなく、パンや牛乳、ご飯

については年間でちゃんと決まっておりますのでそれについては上が

りません。加工品の割合を見まして、４パーセントの上昇という数字を

出しています。 

・ニュースによると、年に３回ほど、粉類が値上げしているとも聞きます。

４パーセントで採算が取れるのかということです。また来年もやはり給

食費の改定ということで、毎年やっていかなければならないんですか。 

・今年はかなり物価上昇がありましたので、これだけ上がった年というの

はここ最近なかったのではと思うのですが、必要であれば毎年、給食費

の見直しというのはしていきたいと考えております。 

・かつて十年くらいは価格を据え置いていました。他の市町村については

保護者負担になるので、毎年給食費の値上げということになると、かな

り保護者からの批判が出てくると思います。岩国市については、市が給

食費を負担してくれるということで、そこまでではないと思いますが、

今の情勢から見ても上げざるを得ないでしょうね。毎年の見直しという

のは必要になってくるのでしょう。分かりました。 

・別にないようでしたら、以上で報告第 13 号を終わります。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和４年 10 月 25 日火曜日、本庁２階 特別会議室にて

14 時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いたしま

す。 

・これをもちまして、令和４年第 10 回岩国市教育委員会会議を終了しま

す。  
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